
  神 奈 川 県 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例     

   の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 神 奈 川 県 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 8年

神 奈 川 県 条 例 第 6 7号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   神 奈 川 県 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 、 廃 棄 物 の 不     

適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例  

 第 １ 条 中 「 た め 、」 の 次 に 「 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 及 び 」

を 加 え る 。  

 第 ２ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

⑴  資 源 の 循 環 的 な 利 用 等  次 に 掲 げ る 事 項 を い う 。  

 ア  発 生 抑 制 （ 原 材 料 が 効 率 的 に 利 用 さ れ る こ と 、 製 品 が な

る べ く 長 期 間 使 用 さ れ る こ と 等 に よ り 、 こ れ ら の 物 が 廃 棄

物 等 （ 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法 （ 平 成 1 2年 法 律 第 1 1 0号 ）

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 等 を い う 。 以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。） と な る こ と が で き る だ け 抑 制 さ れ る こ と を い

う 。）  

  イ  再 使 用 （ 廃 棄 物 等 の う ち 有 用 な 物 を 製 品 と し て そ の ま ま

使 用 す る こ と （ 修 理 を 行 っ て こ れ を 使 用 す る こ と を 含 む 。）

及 び こ れ の 全 部 又 は 一 部 を 部 品 そ の 他 製 品 の 一 部 と し て

使 用 す る こ と を い う 。）  

  ウ  再 生 利 用 （ 廃 棄 物 等 の う ち 有 用 な 物 の 全 部 又 は 一 部 を 原

材 料 と し て 利 用 す る こ と を い う 。）  

  エ  熱 回 収 （ 廃 棄 物 等 の う ち 有 用 な 物 の 全 部 又 は 一 部 で あ っ

て 、 燃 焼 の 用 に 供 す る こ と が で き る も の 又 は そ の 可 能 性 の

あ る も の を 熱 を 得 る こ と に 利 用 す る こ と を い う 。）  

⑵  廃 棄 物 の 適 正 処 理  廃 棄 物 の 収 集 、 運 搬 若 し く は 処 分 を 行

い 、 若 し く は 委 託 し 、 廃 棄 物 を 保 管 し 、 又 は 施 設 を 維 持 管 理

す る に 当 た っ て 従 う べ き 基 準 で あ っ て 、 法 で 定 め る も の を 遵

守 す る こ と を い う 。  

 第 ２ 条 第 ３ 号 中 「 不 適 正 処 理 」 を 「 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 」 に 、

「 適 正 処 理 が 」 を 「 廃 棄 物 の 適 正 処 理 が 」 に 改 め る 。  

 第 ３ 条 中 「 適 正 処 理 及 び 発 生 抑 制 等 」 を 「 資 源 の 循 環 的 な 利 用

等 、廃 棄 物 の 適 正 処 理 及 び 美 化 活 動 」に 、「 不 適 正 処 理 」を「 廃 棄

物 の 不 適 正 処 理 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  県 は 、 市 町 村 と 連 携 し て 、 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 及 び 廃 棄 物



の 適 正 処 理 に つ い て の 教 育 及 び 学 習 の 振 興 に 関 す る 施 策 を 実 施

す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 第 ３ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 ）  

第 ３ 条 の ２  県 は 、 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の

推 進 に 関 す る 総 合 的 な 施 策 の 実 施 に 当 た っ て 、 プ ラ ス チ ッ ク の

使 用 量 の 削 減 、 プ ラ ス チ ッ ク に 代 替 す る 素 材 の 活 用 そ の 他 の プ

ラ ス チ ッ ク が 使 用 さ れ て い る 製 品 の 設 計 又 は そ の 部 品 若 し く は

原 材 料 の 種 類 に つ い て の 工 夫 が な さ れ た 製 品 の 製 造 及 び 使 用 が

促 進 さ れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 第 ４ 条 第 １ 項 中 「 発 生 抑 制 等 」 を 「 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 」 に

改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 適 正 処 理 及 び 発 生 抑 制 等 」 を 「 資 源 の 循 環

的 な 利 用 等 、 廃 棄 物 の 適 正 処 理 及 び 美 化 活 動 」 に 、「 不 適 正 処 理 」

を 「 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 」 に 改 め る 。  

 第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 適 正 処 理 及 び 発 生 抑 制 等 」 を 「 資 源 の 循 環 的

な 利 用 等 及 び 廃 棄 物 の 適 正 処 理 」に 、「 不 適 正 処 理 」を「 廃 棄 物 の

不 適 正 処 理 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 条 第 １ 項 中 「 発 生 抑 制 等 」 を 「 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 」 に

改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 発 生 抑 制 等 の 推 進 及 び 不 適 正 処 理 」 を 「 資

源 の 循 環 的 な 利 用 等 及 び 美 化 活 動 の 推 進 並 び に 廃 棄 物 の 不 適 正 処

理 」 に 改 め る 。  

 第 ７ 条 中「 み だ り に 」の 次 に「 ペ ッ ト ボ ト ル 、食 品 の 容 器 包 装 、

プ ラ ス チ ッ ク 製 の 買 物 袋 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  何 人 も 、 そ の 活 動 に 伴 っ て 生 じ た 廃 棄 物 を 適 切 に 排 出 す る こ

と に よ り 、 海 岸 、 河 川 、 道 路 等 に お け る 廃 棄 物 の 散 乱 の 防 止 に

努 め な け れ ば な ら な い 。  

 第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 中 「 不 適 正 処 理 」 を 「 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 」

に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ プ ラ ス チ ッ ク 資 源 循 環 推 進 等 計 画 の 策 定 ）  

第 ９ 条 の ２  知 事 は 、 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等

の 推 進 、 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等

の 推 進 等 」と い う 。）に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を

図 る た め 、 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 等

に 関 す る 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 プ ラ ス チ ッ ク 資 源 循 環 推

進 等 計 画 」 と い う 。） を 定 め な け れ ば な ら な い 。  



２  前 項 の プ ラ ス チ ッ ク 資 源 循 環 推 進 等 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 定 め る も の と す る 。  

 ⑴  プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 等 に 関 す

る 基 本 的 な 方 針  

⑵  プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 等 の た め

に 重 点 的 に 講 ず べ き 方 策 に 関 す る 事 項  

⑶  プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 等 に 関 す

る 連 携 及 び 情 報 交 換 の 促 進 の た め の 方 策 に 関 す る 事 項  

⑷  プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 等 に つ い

て の 教 育 及 び 学 習 の 振 興 の た め の 方 策 に 関 す る 事 項  

 ⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 の 循

環 的 な 利 用 等 の 推 進 等 を 図 る た め に 必 要 な 事 項  

３  知 事 は 、 プ ラ ス チ ッ ク 資 源 循 環 推 進 等 計 画 を 定 め 、 又 は こ れ

を 変 更 し た と き は 、遅 滞 な く 、こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

 第 1 0条 第 ２ 項 中 第 ７ 号 を 第 ８ 号 と し 、 第 ６ 号 を 第 ７ 号 と し 、 第

５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑸  法 第 1 2条 の ７ 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者 で あ る 事 業 者 が 行 う

当 該 認 定 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の 保 管 で あ る 場 合  

 第 1 2条 第 ３ 項 及 び 第 1 3条 中 「 不 適 正 処 理 」 を 「 廃 棄 物 の 不 適 正

処 理 」 に 改 め る 。  

 第 1 4条 中 「 第 ９ 条 か ら 」 を 「 第 ９ 条 、 第 1 0条 か ら 」 に 改 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 1 0条 第 ２ 項

の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ）  

２  前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 前 に こ の 条 例 に よ る

改 正 前 の 神 奈 川 県 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 第

1 0条 第 １ 項 又 は こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 神 奈 川 県 資 源 の 循 環 的

な 利 用 等 の 推 進 、 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 第

1 0条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ら れ た 産 業 廃 棄 物 の 保 管 で あ っ

て 、 同 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に 該 当 す る こ と と な る も の に つ い て は 、

同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

（ 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

３  事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例（ 平 成 1 1年 神 奈 川 県 条 例 第 4 1号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  



  別 表 3 1の ２ の 項 中 「 神 奈 川 県 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に

関 す る 条 例 」 を 「 神 奈 川 県 資 源 の 循 環 的 な 利 用 等 の 推 進 、 廃 棄

物 の 不 適 正 処 理 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 」 に 改 め 、 同 項 ⑻ か ら ⑽

ま で の 規 定 中 「 不 適 正 処 理 」 を 「 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 」 に 改 め

る 。  


